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※工事説明会の開催案内は別途配布予定としております。
※平成31年度予算の関係で工事着手が遅れる場合があります。

平成31年（2019年）

下部工着工（予定）

（ 2024年目標）

補償額調査

→ 個別用地買収協議 工事説明会

はじめに

本年の予定

平成31年2月
第6号

平成30年の事業について

（7月）乙津地区地元説明会の実施

この「かわら版」も平成28年7月に第1号を配布して、今回で
第6号となりました。今号では、平成30年の実施内容、平成
31年の実施予定についてお知らせします。

要望のありました乙津自治会に対して説明会を開催しました。

市道の路肩幅の見直しを行いました。

現在の乙津地区 H31.2撮影

（１月）用地境界立ち会いの実施

乙津交差点から鶴崎駅前まで境界立ち会いを実施し、

買収面積が確定しました。

（12月）用地買収の開始

補償額調査の完了した方より順次、用地補償協議を開始しています。

用地補償の概要に関しては大分県用地対策課ＨＰをご覧ください。また、買収のスケ

ジュール等で個別のご相談があれば、土木事務所までご連絡ください

https://www.pref.oita.jp/site/868/youchihosyounogaiyou.html

「大分県」「用地補償の概要」で検索

（8月）家屋補償額調査の着手

境界立会いの結果を基に、コンサルタントに依頼して土地の単価、

補償対象となる物件調査を行い、用地補償費を算定しています。



事業期間の見直しについて

最後に

お問い合わせ先

ホームページアドレス： http://www.pref.oita.jp/site/oita17004/list718-24079.html

大分県大分土木事務所

工事担当）道路建設課 都市計画班 石和・礒﨑

用地担当）用地課 用地班 増谷 事務所HPを
ご覧ください

国道197号鶴崎拡幅は平成27年度に事業に着手し４年目となりました。今年度、

設計等が概ね完了し用地買収に着手するため、学識経験者等で構成する第三者機関の

「大分県事業評価監視委員会」に進捗状況等の説明を行いました。その中で、事業費

の平準化などを鑑みて下記の通り事業期間の見直しを行いました。

少しでも早く事業効果が発揮できるように取り組んで参りますので、これからも事

業へのご理解とご協力をよろしくお願いします。

ＴＥＬ：０９７－５５８－２１４８

今年度より乙津工区では用地買収に着手し、個別の補償のお話をさせていただい
ています。また、本年秋頃の新乙津橋の工事着工に向けて関係機関と調整中です。
乙津工区の地権者の方で、買収のスケジュール等で個別のご相談があれば、下記
までご連絡ください。よろしくお願いいたします。
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事業費を平準化するため

乙津工区の用地買収完了後に

鶴崎工区の用地買収に着手

乙津工区の工事計画及び

鶴崎工区の用地買収時期の変更で

事業期間を3年延伸

新乙津橋 工事着手

（工事期間：約5年）

新乙津橋 完成

（2024年目標）


